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新規収載後発医薬品の薬価算定方式

１．後発品が初めて収載される場合

先発品の薬価の０．７掛けとする。

２．後発品が既に収載されている場合

最低価格の後発品と同価格とする。
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原則６０日以内、
遅くとも９０日以内

意見表明を希望する

収載希望者の意見表明

薬価収載申請

第１回薬価算定組織

算定案の通知

不服意見書提出

第２回薬価算定組織

検討結果の通知

中医協総会に算定案の報告・了承

薬価収載（年４回）

新医薬品の薬価算定プロセス

不服なし 不服あり

薬事承認

⑦


